
令 和 ４ 年 ４ 月
東京都 生活文化スポーツ局

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

１周年記念事業（都内非営利団体等向け）について

東京2020大会のレガシーを将来に継承するため、以下の要件に該当する事業を東
京2020オリンピック・パラリンピック競技大会１周年記念事業として承認します。

プログラムの概要

１ 実施期間
原則的に2022年7月から同年10月の間であること。

（申請受付期間：2022年４月１日から事業実施の原則２か月前まで）

２ 実施主体
・都内に拠点のある以下の非営利団体等
スポーツ関連団体、経済関連団体、国際機関・大使館、公益法人等、

大学・高等専門学校、専修学校（専門・一般）・各種学校、
自治会・町内会等・商店街、その他非営利団体等

詳細については「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会１周年
記念事業 ガイドライン（都内非営利団体等向け）」をご確認ください。

３ 対象事業
・東京2020 大会のレガシーの推進に資する事業

以下いずれかの要素を含む事業
「安全・安心」「まちづくり」「スポーツ・健康」
「参加・協働 」「文化 ・観光」「教育・多様性」
「環境・持続可能性 」「経済 ・テクノロジー 」
「被災地復興支援」

４ 活用方法

東京都に申請し、承認を受ければ次のことが可能
➢冠称の使用

以下の①と②と③を１つずつ組み合わせた名称が使用可能

➢１周年記念エンブレムの使用

承認を受けた記念事業の広報物等に１周年記念エンブレムが使用可能
※１周年記念エンブレムのデザインは、決まり次第ご案内いたします。



申請の流れ

ｐ

注意事項

➢以下の事業は対象とはなりません。
・IOC、IPC、JOC及びJPCの各パートナー企業、放送権者の権利を
侵害するもの

・営利を目的とするもの
・特定の宗教の布教・勧誘または政治的な宣伝・主張を目的とす
るもの 等

➢承認済み事業であっても、ガイドラインに違反した場合や、その他
東京都等においてエンブレム等の使用を不適当と認める場合には、
承認の全部または一部を取り消す場合があります。

【必要な手続き】

①申請

・実施申請書
・団体証明書類
・事業概要資料
・誓約書兼同意書
・エンブレム使用申請書

②実施報告

・報告書

申請主体 東京都

申請書提出、お問い合わせは
生活文化スポーツ局スポーツ総合推進部

スポーツレガシー活用促進課周年行事担当へ
➢申請書等送付先アドレス
S1120716@section.metro.tokyo.jp
TEL:03-5388- 2493


